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平

成

二

十

六

年

三

月

七

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

情
報
産
業
課)

一
三
〇
ペ
ー
ジ

告

示

○
牛
の
結
核
病
の
検
査
の
実
施

(

畜

産

課)

一
三
〇

○
牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
三
〇

○
牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
三
一

○
死
亡
牛
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
の
実
施

(
同

)

一
三
一

○
牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
、
イ
バ
ラ
キ
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
チ
ュ

ウ
ザ
ン
病
及
び
牛
流
行
熱
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
三
一

○
馬
伝
染
性
貧
血
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
三
二

○
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
三
二

○
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
及
び
マ
イ
コ
プ

ラ
ズ
マ
病
の
検
査
の
実
施

(

同

)
一
三
二

○
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
検
査
の
実
施

(

同

)

一
三
三

○
水
源
地
域
の
指
定

(

林

政

課)

一
三
三

○
水
源
地
域
の
指
定
の
区
域
の
変
更

(

同

)

一
三
三

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

一
三
三

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
三
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
三
六

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

一
三
七

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)

一
三
七

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

一
三
八

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

一
三
八

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

一
三
八

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

一
三
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

一
三
九

○
飼
料
の
試
験
結
果

(

畜

産

課)

一
三
九

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

建
設
政
策
課)

一
四
一

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

一
四
二
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平
成
二
十
六
年
三
月
七
日



規

則

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実

施

す

る

区

域

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
雌
牛(

生
後
九
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

２

そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る

牛
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
雌
牛
の
う
ち
過
去
二
年
以
内(

平
成
二
十
四
年
度

及
び
平
成
二
十
五
年
度
内)

に
検
査
を
受
け
て
い
な
い

牛(

生
後
九
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

２

そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る

牛

大
垣
市
、
関
市
、
中
津
川
市
、

美
濃
市
、
羽
島
市
、
飛�
市
、

郡
上
市
、
下
呂
市
、
羽
島
郡
、

安
八
郡
、
揖
斐
郡
及
び
大
野

郡 実

施

す

る

区

域

大
垣
市
、
関
市
、
中
津
川
市
、

美
濃
市
、
羽
島
市
、
飛�
市
、

郡
上
市
、
下
呂
市
、
羽
島
郡
、

安
八
郡
、
揖
斐
郡
及
び
大
野

郡

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
号

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中｢

学
長
の
諮
問
に
応
え
、
助
言｣

を｢
大
学
の
運
営
に
関
し
意
見
を
聴
取｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
牛
の
結
核
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

牛
の
結
核
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
並
び
に
実
施
す
る
区
域

三

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
規
定
す

る
結
核
病
の
検
査
方
法
に
よ
る
。

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
七
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
並
び
に
実
施
す
る
区
域

三

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
規
定
す
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１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
雌
牛(

生
後
百
八
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

２

そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る

牛
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

岐
阜
市
、
高
山
市
、
瑞
浪
市
、

恵
那
市
、
美
濃
加
茂
市
、
土

岐
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
、

山
県
市
、
瑞
穂
市
、
本
巣
市
、

海
津
市
、
養
老
郡
、
不
破
郡
、

本
巣
郡
、
加
茂
郡
及
び
可
児

郡 実

施

す

る

区

域

る
ブ
ル
セ
ラ
病
の
検
査
方
法
に
よ
る
。

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
七
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
並
び
に
実
施
す
る
区
域

三

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
規
定
す

る
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
方
法
に
よ
る
。

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
七
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
死
亡
し
た
牛
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

牛
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
対
象
と
な
る
牛
の
死
体

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
規
定
す

る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
方
法
に
よ
る
。

五

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
七
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
、
イ
バ
ラ
キ
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
牛
流

行
熱
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的
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牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
、
イ
バ
ラ
キ
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
牛
流
行
熱

の
発
生
予
察
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

越
夏
し
て
い
な
い
牛(

原
則
と
し
て
最
終
の
採
血
が
終
了
す
る
ま
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
わ
な
い

牛)

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

中
和
試
験

五

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
馬
伝
染
性
貧
血
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

競
馬
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

に
よ
る
競
馬
に
出
場
す
る
馬
そ
の
他
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
馬

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
規
定
す

る
馬
伝
染
性
貧
血
の
検
査
方
法
に
よ
る
。

五

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
七
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

繁
殖
豚
、
繁
殖
候
補
豚
そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
豚

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

エ
ラ
イ
ザ
法
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
法
又
は
中
和
試
験

五

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
八
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
、
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
及
び
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
の
検
査
を

実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的
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恵
那
市

市

町

村

名

郡
上
市

市

町

村

名

水
源
地
域
区
域
図
に
示
す
と
お
り

変
更
後
の
指
定
の
区
域

水
源
地
域
区
域
図
に
示
す
と
お
り

指

定

の

区

域

岐
阜
県
林
政
部
林
政
課
、
岐
阜
県
恵
那

農
林
事
務
所
及
び
恵
那
市
経
済
部
林
業

振
興
課

縦

覧

場

所

岐
阜
県
林
政
部
林
政
課
、
岐
阜
県
郡
上

農
林
事
務
所
及
び
郡
上
市
農
林
水
産
部

林
務
課

縦

覧

場

所

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
及
び
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
及
び
種
鶏
候
補
鶏

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

１

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
及
び
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
に
つ
い
て
は
、
急
速
凝
集
反
応
法

２

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
に
つ
い
て
は
、
赤
血
球
凝
集
抑
制
反
応
法

五

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
八
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂(

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
特
に
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
も
の
を
除
く
。)

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
、
脱
脂
乳
に
よ
る
試
験
及
び
細
菌
学
的
検
査

五

実
施
の
期
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
す
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
八
十
二
号

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
四
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
水
源
地
域
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

水
源
地
域
区
域
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
三
号

水
源
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号)

に
お
い
て
指

定
し
た
水
源
地
域
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
の
区
域
を
変
更
す
る
の
で
、
岐
阜
県
水
源
地
域
保
全

条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
四
号)

第
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

水
源
地
域
区
域
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

平成26年３月７日 岐 阜 県 公 報 第２５２７号( 133 )



ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

岐
阜
市
大
字
溝
口
字
番
場
山
一
一
二
七
の
二
か
ら
一
一
二
七
の
四
ま
で
、
一
一
二
七
の
六
か
ら
一

一
二
七
の
八
ま
で
、
大
字
長
良
古
津
字
小
島
山
九
一
九
の
六
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
字
平
井
三
〇
三
の
四
、
三
〇
三
の
五
、
三
〇
三
の
一
三
か
ら
三
〇
三
の
一

六
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
八
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
巣
野
俣
字
六
方
一
五
一
七
の
一
五
二
か
ら
一
五
一
七
の
一
五
四
ま
で(

以
上

三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
五
一
七
の
五
五
二
、
一
五
一
七
の
五
五
三
、

字
曲
り
洞
一
五
四
〇
の
一
七
、
一
五
四
〇
の
一
八
、
清
見
町
楢
谷
字
竜
ケ
谷
一
一
五
の
三
〇
、

一
一
五
の
三
五
、
一
一
五
の
四
一

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三�
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

二

一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
坂
下
字
オ
ト
シ
ケ
平
九
七
〇
の
二
、
九
七
〇
の
三
、
九
七
〇
の
五
か
ら
九
七

〇
の
九
ま
で

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三�
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
八
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

五
号

路
線
名

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
字
萩

原
四
〇
二
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

四
一
八
五
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

中
津
川

田

立
線

路
線
名

上
之
保

下
袋
坂
線

路
線
名

中
津
川
市
瀬
戸
字
中
屋
平
一

六
二
番
一
一
地
先
か
ら

区

間

関
市
上
之
保
字
杉
ヶ
沢
一
七

七
八
六
番
地
先
か
ら

同
市
同

字
石
垣
二
五
三

五
九
番
地
先
ま
で

区

間

前 区
域
変
更
前
後
別 後

Ｂ Ａ
前

Ｂ
区
域
変
更
前
後
別�･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

Ａ
及
び

Ｂ
は
、

関
係
図

面
に
表

示
す
る

敷
地
の

区
分
を

い
う
。

備

考

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
大
井
町
字
観
音
寺
二
六
九
五
の
三
六
七
、
二
六
九
五
の
七
二
四
、
二
六
九
五
の
七
二
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
八
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
八
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

南

濃
線

路
線
名

羽
島
市
正
木
町
曲
利
字
葭
場

一
〇
一
九
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
〇
四
三
番
一
地
先
ま
で

区

間

同

市
同

字
野
久
保
二

四
六
番
三
四
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(
メ
ー
ト

ル) �･�〜��･����･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･�
備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

多
治
見

八
百
津
線

路
線
名

野

上

古

井
線

路
線
名

多
治
見
市
住
吉
町
四
丁
目
一
五
番

二
地
先
か
ら

同

市
同

五
番
四

地
先
ま
で

区

間

美
濃
加
茂
市
牧
野
字
鳥
屋
野

三
一
二
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
筥
岩
二

七
九
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

岐
阜
県
告
示
第
九
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

中
津
川

田

立
線

路
線
名

本
巣
郡
北
方
町
平
成
六
丁
目
三
番

地
先
か
ら

本
巣
市
宗
慶
字
田
中
五
五
六
番
二

地
先
ま
で

区

間

中
津
川
市
瀬
戸
字
中
屋
平
一
六
二

番
一
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
野
久
保
二
四
六

番
三
四
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

吹
ヶ
洞

区
域
の
名
称

県
道

岐

阜

関
ケ
原
線

可
児
市
大
森
字
鳩
討

区

域

の

所

在

地

本
巣
市
宗
慶
字
大
塚
前
四
四
八
番

一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

四
四
〇
番

一
地
先
ま
で

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

���･�
平
成
��･�･�急

傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

平
成
��･�･��

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
八
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
可
児
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
九
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年

岐
阜
県
告
示
第
六
百
二
十
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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吹
ヶ
洞

区
域
の
名
称

吹
ヶ
洞

区
域
の
名
称

可
児
市
大
森
字
鳩
討

区

域

の

所

在

地

可
児
市
大
森
字
鳩
討

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及
び

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

キ
マ
タ
薬
局

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

羽
島
店

株
式
会
社

伊
藤
薬
局

こ
こ
ろ
調
剤
薬
局
と
や
ま

名

称

吹
ヶ
洞

区
域
の
名
称

可
児
市
大
森
字
鳩
討

区

域

の

所

在

地

瑞
浪
市
上
平
町
四
の
九
の
二

羽
島
市
新
生
町
三
の
二
六
四
の
四

高
山
市
本
町
三
の
六

各
務
原
市
蘇
原
外
山
町
二
の
七
一
の

五

所

在

地 次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及
び

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

平
成
二
六
・

三
・

一

平
成
二
六
・

三
・

一

平
成
二
六
・

三
・

一

平
成
二
六
・

三
・

一

指

定

年
月
日

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
可
児
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
九
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
可
児
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
九
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
可
児
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(

薬
局)
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収去番号

ア
イ
セ
イ
薬
局

名

称

製
造
事
業
場
等

の
名
称
及
び

所
在

地
収
去
場
所

下
呂
市
幸
田
一
一
九
〇
の
一

所

在

地

飼
料
の
名
称
製
造

(輸
入
)

年
月 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

粗
た
ん

白
質

分
析

結
果

の
概

要

粗
脂
肪

平
成
二
六
・

二
・

一

変

更

年
月
日

粗
繊
維
粗
灰
分
カ
ル
シ

ウ
ム

り
ん

揮
発
性

塩
基
性

窒
素

水
溶
性

窒
素

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
Ｔ
Ｄ
Ｎ

Ｍ
Ｅ

そ
の
他

の
検
査

違
反
の

内
容

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
メ
ト
ロ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

メ
ト
ロ
ス
ク
エ
ア

美
濃
加
茂
市
山
手
町
二
丁
目
五
三
番

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

代
表
取
締
役

金
光�

哲

(

変
更
後)

代
表
取
締
役

市
村

万
盛

○
飼
料
の
試
験
結
果

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
に
収
去
さ
れ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概

要
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

同
上

亀
屋
商
事
株
式

会
社
本
社
工
場

岐
阜
県
羽
島
郡

岐
南
町
三
宅
９

丁
目
189番

地

同
上

日
清
丸
紅
飼
料

株
式
会
社
碧
南

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
３

同
上

全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東
海

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
の
８

同
上

同
上

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
豊
橋
工
場

愛
知
県
豊
橋
市

明
海
町
５
番
地

の
９

株
式
会
社
毛
利

産
業
岐
阜
県
海
津
市

海
津
町
秋
江
字

江
東
2350番

地
１

同
上

羽
島
郡
岐
南
町

三
宅
９
丁
目
18

9番
地

亀
屋
商
事
株
式

会
社
本
社
工
場

同
上

各
務
原
市
須
衛

町
４
丁
目
291

岐
阜
養
鶏
農
業

協
同
組
合
配
送

セ
ン
タ
ー

同
上

美
濃
市
生
櫛
47

2美
濃
酪
農
農
業

協
同
組
合
連
合

会
北
濃
事
業
所

同
上

同
上

各
務
原
市
蘇
原

瑞
雲
町
３
の
１

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
岐
阜
ス

ト
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

安
八
郡
輪
之
内

町
四
郷
五
反
田

2728―
１

株
式
会
社
毛
利

産
業
輪
之
内
倉

庫

亀
印
配
合
飼
料
中
す

う
用

α
―
13

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料
成
鶏
用
シ
ェ
ル
・

ク
イ
ー
ン
17

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料み
の
り
種
鶏
前
期

ぎ
ふ
Ｃ
Ｆ

ぎ
ふ
ス
ペ
シ
ャ
ル

マ
ル
ト
肉
豚
用
配
合

飼
料
Ｗ
ｅ
肉
豚

マ
ル
ト
乳
牛
用
配
合

飼
料
に
ゅ
う
パ
ワ
ー

マ
ル
ト
肉
牛
肥
育
用

配
合
飼
料

和
牛
の
達
人

グ
ラ
ン
フ
ィ
ー
ド
Ⅰ

25.11

25.11

25.9

25.11

25.10

25.10

25.10

25.10

25.10

25.10

18.3

17.0

17.1

18.2

17.7

16.9

13.1

16.9

13.8

13.4

5.3

5.9

6.8

6.5

4.2

3.5

3.3

4.5

4.8

2.3

3.9

2.3

2.8

3.6

5.7

4.8

2.9

6.2

4.9

5.2

5.7

14.0

12.5

12.7

5.3

5.2

3.7

4.5

4.3

4.5

1.16

5.87

4.96

4.81

1.01

1.10

0.88

0.84

0.50

0.58

0.95

0.78

0.76

0.76

0.64

0.71

0.46

0.58

0.57

0.58
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平
成
二
十

五
年
十
二

平
成
二
十

五
年
十
二

月
二
十
日

平
成
二
十

五
年
十
二

月
十
九
日

取
消
年
月

日

15 14 13 12 11

同
上

同
上

同
上

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
知
多
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
16番
地

同
上

川
島
電
設

有
限
会
社

山
下
木
材

坂
口
建
設

商
号
又
は

名
称

同
上

同
上

同
上

各
務
原
市
各
務

山
の
前
町
２
―

352
Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
各
務

原
中
継
基
地

同
上

川
島
清

代
表
取
締

役

山
下

英
治

坂
口
治
男

代
表
者
の

氏
名

関
市
西
欠
ノ
下

二
一
番
地
一

高
山
市
一
之
宮

町
三
三
七
〇
番

地 大
垣
市
上
石
津

町
堂
之
上
七
四

三
―
一

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

と
り
王
17

肥
育
ひ
と
す
じ

肥
育
に
一
番

ハ
イ
コ
ー
ン
フ
レ
ー

ク
ア
ル
フ
ァ

亀
印
配
合
飼
料
幼
す

う
用

般
二
十
四
―

二
九
一
五

般
二
十
三
―

八
五
〇
一
四

一 般
二
十
一
―

三
八
五
八

許
可
番
号

25.11

25.10

25.10

25.10

25.11

電
気
工
事
業

土
木
工
事
業

建
築
工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

17.8

12.2

13.0

10.9

21.4

6.1

2.6

2.5

3.3

5.0

3.1

6.6

6.4

4.5

3.5

12.6

3.1

3.2

2.5

6.2

平
成
二
十

六
年
一
月

八
日

平
成
二
十

六
年
一
月

八
日

平
成
二
十

六
年
一
月

七
日

平
成
二
十

六
年
一
月

七
日

平
成
二
十

五
年
十
二

月
二
十
六

日 月
二
十
六

日

5.13

0.53

0.61

0.44

1.43

有
限
会
社

デ
ィ
シ
ー

エ
ス

株
式
会
社

東
組

株
式
会
社

桑
原
工
務

店 川
畑
塗
装

店 有
限
会
社

サ
ン
・
ク

リ
ー
ン
タ

ヂ
カ

0.66

0.47

0.50

0.45

0.99

取
締
役

平
眞
作

代
表
取
締

役

正
田

武
則

代
表
取
締

役

桑
原

嘉
靖

川
畑
吉
伸

代
表
取
締

役

田
近

通
哲

岐
阜
市
鏡
島
南

一
丁
目
一
二
番

八
号

美
濃
市
二
二
〇

七
番
地
の
七

大
垣
市
上
石
津

町
祢
宜
上
一
五

番
地
三

養
老
郡
養
老
町

飯
田
一
〇
三
七

―
二
五

飛
騨
市
古
川
町

栄
一
丁
目
六
番

二
〇
号

般
二
十
四
―

一
〇
〇
四
一

五 般
二
十
四
―

一
六
一
〇

般
二
十
四
―

一
一
七
六
三

般
二
十
二
―

一
〇
七
七
七

般
二
十
五
―

九
五
〇
〇
三

四

建
築
工
事
業

造
園
工
事
業

建
築
工
事
業

塗
装
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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開
発
協
議

(

変
更
協
議)

番

号

及

び

年

月

日

平
成
二
十

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
一
日

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
日

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
日

平
成
二
十

六
年
一
月

十
七
日

平
成
二
十

六
年
一
月

十
六
日

平
成
二
十

六
年
一
月

十
四
日

平
成
二
十

六
年
一
月

十
四
日

平
成
二
十

六
年
一
月

十
日

平
成
二
十

六
年
一
月

十
日

鶴
田
鉄
筋

株
式
会
社

信
濃
木
材

有
限
会
社

松
田
土
木

株
式
会
社

丸
栄
建
設

株
式
会
社

熊�
組

林
板
金

有
限
会
社

中
央
電
気

商
会

株
式
会
社

丸
吉
商
事

コ
イ
デ
建

築 有
限
会
社

ト
ー
タ
ル

ワ
ー
ク
・

サ
ナ
ダ

鶴
田
政
幸

代
表
取
締

役

今
井

孝
光

代
表
取
締

役

福
島

留
雄

代
表
取
締

役

井
上

春
美

代
表
取
締

役

熊�孔平 林
正
夫

代
表
取
締

役

土
屋

宮
男

代
表
取
締

役

河
村

直
治

小
出
宏
作

取
締
役

眞
田
純
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

中
津
川
市
手
賀

中
津
川
市
手
賀

野
三
五
八

郡
上
市
八
幡
町

五
町
四
丁
目
一

〇
―
一
三

郡
上
市
白
鳥
町

向
小
駄
良
六
二

九
―
三

下
呂
市
小
坂
町

小
坂
町
一
八
八

番
地
の
一

岐
阜
市
北
野
東

一
四
六
番
地

恵
那
市
明
智
町

一
〇
一
番
地
の

五 各
務
原
市
鵜
沼

南
町
五
丁
目
五

一
番
地

瑞
浪
市
大
湫
町

六
二
一
―
七
七

多
治
見
市
小
名

田
町
西
ヶ
洞
一

番
地
の
四
五
九

般
二
十
五
―

般
二
十
三
―

七
七
一
二

般
二
十
二
―

一
三
五
八
二

般
二
十
一
―

九
八
三
八

般
二
十
四
―

九
九
二
五

般
二
十
二
―

一
〇
〇
七
〇

六 般
二
十
一
―

七
〇
〇
一
一

八 般
二
十
二
―

一
〇
一
五
〇

二 般
二
十
四
―

六
〇
〇
二
一

五 般
二
十
―
六

〇
〇
一
一
九

と
び
・
土
工
及
び
鉄

建
築
及
び
大
工
工
事

業 造
園
工
事
業

建
築
及
び
大
工
工
事

業 管
工
事
業

板
金
工
事
業

電
気
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工
、

石
、
鋼
構
造
物
、
ほ

装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
及

び
水
道
施
設
工
事
業

建
築
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

公
共
施
設
の

種
類

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

平
成
二
十

六
年
一
月

三
十
日

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
九
日

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
四
日

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
三
日

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
三
日

平
成
二
十

六
年
一
月

二
十
一
日

六
年
一
月

二
十
一
日

開
発
協
議
が
成
立
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

小
栗
電
気

商
会

株
式
会
社

川
路
工
務

所 小
畑
ポ
ン

プ
工
業
株

式
会
社

杉
山
建
設

株
式
会
社

株
式
会
社

向
工
業

糸
魚
川
建

築

小
栗
兼
光

代
表
取
締

役

川
路

慎
理

代
表
取
締

役

小
畑

嘉
郎

代
表
取
締

役

杉
山

文
康

代
表
取
締

役

向
孝

二 糸
魚
川
政

信

美
濃
加
茂
市
下

米
田
町
東
栃
井

一
三
三
番
地
三

関
市
迫
間
台
一

―
一
一
―
一
五

岐
阜
市
矢
島
町

二
丁
目
六
二
番

地 本
巣
市
海
老
四

三
〇
番
地

岐
阜
市
日
野
東

四
丁
目
六
番
三

号 中
津
川
市
福
岡

二
六
八
六
番
地

一 野
六
九
二
番
地

の
一
六

般
二
十
三
―

七
九
一
五

般
二
十
二
―

一
〇
八
二
五

般
二
十
四
―

三
一
三
三

般
二
十
三
―

一
〇
一
七
四

七 般
二
十
二
―

一
九

般
二
十
一
―

七
〇
〇
四
一

五 七
〇
〇
〇
七

八

電
気
工
事
業

土
木
、
大
工
、
と
び
・

土
工
、
ほ
装
、
し
ゅ

ん
せ
つ
及
び
水
道
施

設
工
事
業

水
道
施
設
工
事
業

建
築
、
管
及
び
造
園

工
事
業

建
築
及
び
大
工
工
事

業 建
築
工
事
業

筋
工
事
業

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
東
建
築
第
九
六

号平
成
二
五
・

九
・
一
三

同
東
建
築
第
九
六
号
の

二同
二
五
・
一
二
・
二
五

恵
那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
字
弁
財
天
一
九
四

番
四
六
〇
及
び
一
九
四
番
四
六
五
の
一
部

緑
地
及
び
消

防
の
用
に
供

す
る
貯
水
施

設

開
発
登
録
簿

に
よ
る

大
垣
市
今
宿
六
丁
目
五
二
番
地
一
八

岐
阜
県
土
地
開
発
公
社

理
事
長

洞

田

厚

男
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平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


